
亀山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和４年２月１４日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第５号 

 

亀山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 

亀山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則（平成２６年亀山市規則第９

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、

法に定めのあるもののほか、次の各号

に定めるところによる。 

第２条 この規則における用語の意義は、

法に定めのあるもののほか、次の各号

に定めるところによる。 

［（１） 略］ ［（１） 略］ 

（２）住宅性能評価 住宅の品質確保の

促進等に関する法律（平成１１年法 

律第８１号。以下「品確法」という。）

第５条第１項の規定による住宅性能

評価をいう。 

（２）住宅性能評価 住宅の品質確保の

促進等に関する法律（平成１１年法 

律第８１号。以下「住宅品質確保法」

という。）第５条第１項の規定によ

る住宅性能評価をいう。 

［号を削る。］                           （３）性能評価機関 住宅性能評価を行



う登録住宅性能評価機関をいう。 

（３）住宅型式性能認定 品確法第３１

条第１項の規定による住宅型式性能

認定をいう。 

（４）住宅型式性能認定 住宅品質確保

法第３１条第１項の規定による住宅

型式性能認定をいう。 

（４）認証型式住宅部分等 品確法第４０

条第１項の認証型式住宅部分等製造

者が製造をするその認証に係る型式

住宅部分等をいう。 

（５）認証型式住宅部分等 住宅品質確

保法第４０条第１項の認証型式住宅

部分等製造者が製造をするその認証

に係る型式住宅部分等をいう。 

（５）登録住宅型式性能認定等機関 品

確法第４４条第３項に規定する登録

住宅型式性能認定等機関をいう。 

（６）登録住宅型式性能認定等機関 住

宅品質確保法第４４条第３項に規定

する登録住宅型式性能認定等機関を

いう。 

         （技術的審査） 

［条を削る。］                                                                                                                             第３条 法第５条第１項から第３項まで

の規定による認定又は法第８条第１項

若しくは法第９条第１項の規定による 

変更の認定の申請をしようとする者は、

当該申請をする前に長期優良住宅建築

等計画のうち、次に掲げる基準の全て

に適合していることについて、性能評

価機関による技術的審査を受けること

ができる。 

                             （１）法第６条第１項第１号の住宅の構

造及び設備に関する基準 

                         （２）法第６条第１項第２号の住宅の規

模に関する基準 

                                               （３）法第６条第１項第４号イ及びロ又

は同項第５号イの建築後の住宅の維

持保全の方法等に関する基準 



                               （４）法第６条第１項第４号ハ又は同項

第５号ロの資金計画に関する基準 

（居住環境の維持及び向上への配慮に

関する認定基準） 

（居住環境の維持及び向上への配慮に

関する基準） 

第３条 法第６条第１項第３号に規定す

る居住環境の維持及び向上に配慮され

たものであることの基準は、次のとお

りとする。 

第４条 法第６条第１項第３号に規定す

る居住環境の維持及び向上への配慮に

関する基準は、次のとおりとする。 

［（１）～（４） 略］ ［（１）～（４） 略］ 

（自然災害による被害の発生の防止又

は軽減への配慮に関する認定基準） 

 

第４条 法第６条第１項第４号に規定す

る自然災害による被害の発生の防止又

は軽減に配慮されたものであることの

基準は、次のとおりとする。 

［条を加える。］ 

（１）建築をしようとする住宅が、地す

べり等防止法（昭和３３年法律第３０

号）第３条第１項に規定する地すべ

り防止区域の区域外にあること。 

 

（２）建築をしようとする住宅が、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項に規定する急傾斜地崩

壊危険区域の区域外にあること。 

 

（３）建築をしようとする住宅が、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）第９条第１項に規

定する土砂災害特別警戒区域の区域

 



外にあること。 

（市長が必要と認める図書） （認定申請に必要な図書） 

第５条 省令第２条第１項の市長が必要

と認める図書は、次に掲げるものとす

る。 

第５条 申請者は省令第２条に定める図

書のほか、次に掲げる図書を提出する

ものとする。 

［号を削る。］                              （１）第３条に規定する技術的審査を受

けた場合は、その適合証の写し 

［号を削る。］                                                                                                   （２）第３条に規定する技術的審査を受

けない場合であって、法第６条第１

項第１号に掲げる基準に適合した住

宅品質確保法第６条第１項に規定す

る設計住宅性能評価書の交付を受け

たときにあっては、設計住宅性能評

価書の写し 

（１）第３条に規定する基準に適合する

ことを確認した旨を記載した書類 

（３）第４条に規定する基準が適用され

る場合にあっては、当該基準に適合

することを判断するために必要な図

書                              

（２）前条に規定する基準に適合するこ

とを確認した旨を記載した書類 

［号を加える。］ 

（３） ［略］ （４） ［略］ 

（４） ［略］ （５） ［略］ 

（５）長期使用構造等とするための措置

及び維持保全の方法の基準（平成２１

年国土交通省告示第２０９号。以下

「告示」という。）第３に定める長

期使用構造等とするための措置と同

等以上の措置が講じられていること

の審査を要する場合にあっては、当

（６）長期使用構造等とするための措置

及び維持保全の方法の基準（平成２１

年国土交通省告示第２０９号。以下

「告示」という。）第３に定める長

期使用構造等とするための措置と同

等以上の措置が講じられていること

の審査を要する場合にあっては、当



該措置が講じられている旨を説明し

た図書又は特別評価方法認定書（品

確法第５８条第１項の規定による特

別の試験方法又は計算方法を用いて 

評価する方法による認定書をいう。）

の写し 

該措置が講じられている旨を説明し

た図書又は特別評価方法認定書（住

宅品質確保法第５８条第１項の規定

による特別の試験方法又は計算方法

を用いて評価する方法による認定書

をいう。）の写し 

（６）法第５条第１項、第２項若しくは

第５項の規定による認定又は法第８

条第１項若しくは法第９条第１項若

しくは第３項の規定による変更の認

定の申請にあっては、維持保全計画

書（様式第１号） 

（７）法第５条第１項若しくは第２項の

規定による認定又は法第８条第１項

若しくは法第９条第１項の規定によ

る変更の認定の申請にあっては、維

持保全計画書（様式第１号） 

（７）建築をしようとする住宅が、建築

基準法第６条第１項又は同法第６条

の２第１項に規定する確認を要する

場合にあっては、同法第６条第１項

又は同法第６条の２第１項の確認済

証の写し 

（８）建築基準法第６条第１項に規定す

る確認を受けたものにあっては、そ

の旨を証する書面の写し 

（８）法第６条第２項（法第８条第２項

において準用する場合を含む。）の 

規定による申出をする場合であって、

当該申出に係る長期優良住宅建築等

計画（法第５条第１項に規定する長

期優良住宅建築等計画をいう。以下

同じ。）が建築基準法第６条の３第

１項本文の特定構造計算基準又は特

定増改築構造計算基準に適合するか

どうかの審査を要するときにあって

は、同法第１８条の２第１項の規定

（９）法第６条第２項（法第８条第２項

において準用する場合を含む。）の 

規定による申出をする場合であって、

当該申出に係る長期優良住宅建築等

計画が建築基準法第６条の３第１項

本文の特定構造計算基準又は特定増

改築構造計算基準に適合するかどう

かの審査を要するときにあっては、

同法第１８条の２第１項の規定によ

り知事が構造計算適合性判定を行わ

せることとした者が交付する適合判



により知事が構造計算適合性判定を

行わせることとした者が交付する適

合判定通知書の写し 

定通知書の写し 

（９） ［略］ （１０） ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第３

号から第５号までに掲げる書類につい

ては、品確法第６条の２第５項の確認

書若しくは住宅性能評価書若しくはこ

れらの写しを添えて申請したとき又は

当該書類の写しを市長が有しており、

法第６条第１項の認定の公正かつ的確

な実施に支障がないと認めたときは、

その提出を省略することができる。 

［項を加える。］ 

 （市長が不要と認める図書）  （市長が不要と認める図書） 

第６条 省令第２条第３項の市長が不要

と認める図書は、次のとおりとする。 

第６条 省令第２条第３項の市長が不要

と認める図書は、次のとおりとする。 

（１）前条第１項第３号の規定により住

宅型式性能認定書の写しを添えた場

合に、当該住宅型式性能認定書（告

示に定める基準以上の性能を有する

旨の認定又は確認を受けた型式に係

るものに限る。）において住宅性能

評価の申請において明示することを

要しない事項（登録住宅型式性能認

定等機関が交付する住宅型式性能認

定書と同等の確認書においては、長

期優良住宅建築等計画の認定の申請

において明示することを要しない事

項）として指定された事項が、省令

（１）前条第３号の規定により住宅型式

性能認定書の写しを添えた場合に、

当該住宅型式性能認定書（告示に定

める基準以上の性能を有する旨の認

定又は確認を受けた型式に係るもの

に限る。）において住宅性能評価の

申請において明示することを要しな

い事項（登録住宅型式性能認定等機

関が交付する住宅型式性能認定書と

同等の確認書においては、長期優良

住宅建築等計画の認定の申請におい

て明示することを要しない事項）と

して指定された事項が、省令第２条



第２条第１項の表の各項に掲げる図

書に明示すべき事項のすべてを満た

すこととなるときは、当該図書 

第１項の表の各項に掲げる図書に明

示すべき事項のすべてを満たすこと

となるときは、当該図書 

（２）前条第１項第４号の規定により型

式住宅部分等製造者認証書の写しを

添えた場合に、当該型式住宅部分等

製造者認証書（告示に定める基準以

上の性能を有する旨の認証を受けた 

型式住宅部分等に係るものに限る。）

において住宅性能評価の申請におい

て明示することを要しない事項とし

て指定された事項が、省令第２条第

１項の表の各項に掲げる図書に明示

すべき事項のすべてを満たすことと

なるときは、当該図書 

（２）前条第４号の規定により型式住宅

部分等製造者認証書の写しを添えた

場合に、当該型式住宅部分等製造者

認証書（告示に定める基準以上の性

能を有する旨の認証を受けた型式住

宅部分等に係るものに限る。）にお

いて住宅性能評価の申請において明

示することを要しない事項として指

定された事項が、省令第２条第１項

の表の各項に掲げる図書に明示すべ

き事項のすべてを満たすこととなる

ときは、当該図書 

（取下げ届） （取下げ届） 

第７条 法第５条第１項から第５項まで、

第８条第１項、第９条第１項若しくは

第３項の規定による認定の申請又は法

第１０条の規定に基づく承認の申請を

行った者が、その処分を受ける前に当

該申請を取り下げるときは、取下げ届

（様式第２号）の正本及び副本各１通

を、市長に提出しなければならない。 

第７条 法第５条第１項から第３項まで、

第８条第１項若しくは第９条第１項の

規定による認定の申請又は法第１０条

の規定に基づく承認の申請を行った者

が、その処分を受ける前に当該申請を

取り下げるときは、取下げ届（様式第

２号）の正本及び副本各１通を、市長

に提出しなければならない。 

（住宅の建築又は維持保全の取りやめ

の申出） 

（取りやめ届） 

第８条 法第１１条に規定する認定計画

実施者（以下「認定計画実施者」とい

う。）は、法第１４条第１項第２号に

第８条 長期優良住宅建築等計画の認定

を受けた者（以下「認定計画実施者」

という。）は、法第１４条第１項第２



規定する認定長期優良住宅建築等計画

（法第９条第１項に規定する認定長期 

優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。）

に基づく住宅の建築又は維持保全を取

りやめる旨の申出をするときは、取り

やめ届（様式第３号）の正本及び副本

各１通に認定通知書を添えて市長に提

出しなければならない。 

号に規定する認定長期優良住宅建築等

計画に基づく住宅の建築又は維持保全

を取りやめる旨の申出をするときは、

取りやめ届（様式第３号）の正本及び

副本各１通に認定通知書を添えて市長

に提出しなければならない。 

（認定しない旨の通知） （認定しない旨の通知） 

第９条 市長は、法第５条第１項から第

５項まで、第８条第１項又は第９条第

１項若しくは第３項の規定による認定

の申請に係る計画が認定基準に適合し

ない場合は、長期優良住宅建築等計画 

を認定しない旨の通知書（様式第４号）

により当該申請をした者に通知するも

のとする。 

第９条 市長は、法第５条第１項から第

３項まで、第８条第１項又は第９条第

１項の規定による認定の申請に係る計

画が認定基準に適合しない場合は、長

期優良住宅建築等計画を認定しない旨

の通知書（様式第４号）により当該申

請をした者に通知するものとする。 

（完了の報告等） （完了の報告等） 

第１１条 認定計画実施者は、認定長期

優良住宅建築等計画に基づく住宅の建

築工事が完了したときは、認定長期優

良住宅建築等計画に従って建築工事が

行われた旨の建築士（建築士法（昭和

２５年法律第２０２号）第２条第１項

に規定する建築士をいう。）による確

認を受け、工事完了報告書（様式第６

号）の正本及び副本各１通に次に掲げ

る図書及び書類を添えて、速やかに市

長に提出しなければならない。 

第１１条 認定計画実施者は、認定を受

けた長期優良住宅建築等計画の住宅の

建築工事が完了したときは、建築士（ 

建築士法（昭和２５年法律第２０号） 

第２条第１項に規定する建築士をいう。）

による認定を受けた長期優良住宅建築

等計画に従って建築工事が行われた旨

の確認を受け、工事完了報告書（様式

第６号）の正本及び副本各１通を、速 

やかに市長に提出しなければならない。

                                                                                                                            



（１）建築基準法第７条第１項又は同法

第７条の２第１項に規定する検査を

要する建築物の場合にあっては、同

法第７条第５項又は第７条の２第５

項の検査済証の写し 

［号を加える。］ 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が

必要と認める書類 

［号を加える。］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 

（改善命令） （改善命令） 

第１３条 法第１３条第１項から第３項

までの規定による改善命令は、認定長

期優良住宅建築等計画に関する改善命

令書（様式第９号）により行うものと

する。 

第１３条 法第１３条第１項及び第２項

の規定による改善命令は、認定長期優

良住宅建築等計画に関する改善命令書 

（様式第９号）により行うものとする。

（認定の取消し） （認定の取消し） 

第１４条 法第１４条第２項の規定によ

る長期優良住宅建築等計画の認定の取

消しの通知は、同条第１項第１号又は

第３号に該当する場合にあっては認定

長期優良住宅建築等計画の認定取消通

知書（様式第１０号）により、同項第

２号に該当する場合にあっては取りや

めの申出に基づく認定長期優良住宅建

築等計画の認定取消通知書（様式第１１

号）により行うものとする。 

第１４条 法第１４条第２項の規定によ

る長期優良住宅建築等計画の認定の取

消しの通知は、同条第１項第１号に該

当する場合にあっては認定長期優良住

宅建築等計画の認定取消通知書（様式

第１０号）により、同項第２号に該当

する場合にあっては取りやめの申出に

基づく認定長期優良住宅建築等計画の

認定取消通知書（様式第１１号）によ

り行うものとする。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 様式第１０号中「第１４条第１項第１号」を「第１４条第１項第  号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、令和４年２月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されている申請書に係る改正後の亀山市長期優良住宅

の普及の促進に関する法律施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。 


